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新規事業及び重要事業総括表 

 
 
Ⅰ 総 額 
 
 【一般会計】 

区分 平成２３年度 平成２４年度 伸び率
予算総額  １２，１３２，４７２千円 １２，１９６，６３８千円 ０．５％

一般会計構成比          ０.７%    －          ０.７% 
 
 
 
Ⅱ 主な新規事業および重要施策                     （単位 千円） 
 
 １ 地球温暖化対策の推進 
  Ｐ １ 新規 埼玉エコタウンの推進【温暖化対策課】            １４５,９０１   

                                              （うち埼玉県ふるさと創造資金 １００,０００） 

  Ｐ ２ 一部新規 電力自活住宅等の普及促進【温暖化対策課】            ８３３,６６３   

  Ｐ ３  一部新規  目標設定型排出量取引制度の円滑な運営【温暖化対策課】   ２５２,６５０   

Ｐ ４      ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０の推進【温暖化対策課】         
                                                                             １２,２５７   
  Ｐ ５     学校や地域における環境学習の促進【温暖化対策課】       ２２,５０４   
  Ｐ ６ 一部新規    自動車排出ＣＯ２削減対策の推進【大気環境課】           ８１,５１２   
  
 ２ みどりと川の再生 
 （１）みどりの再生 
  Ｐ ７    彩の国みどりの基金の運営【みどり再生課】        １,３４１,９４７   

  Ｐ ９  一部新規  彩の国みどりの基金を活用した身近な緑の創出【みどり再生課】２８４,７２２   

  Ｐ１０  一部新規 「みどりの再生」県民ムーブメントの拡大【みどり再生課】    ４１,２２０   

  Ｐ１１  一部新規 緑のトラスト運動の推進【みどり再生課】           ３９９,２７３   

  
 （２）川の再生 
  Ｐ１２ 一部新規 共助による川の再生の推進【水環境課】             １３,２９３   

  Ｐ１３ 一部新規 合併処理浄化槽への転換促進【水環境課】           ４９２,３２０   

                                                （うち埼玉県ふるさと創造資金 ３２,０００） 

  

 ３ 資源循環の推進 
  Ｐ１４    廃棄物の不法投棄対策の強化【産業廃棄物指導課】       ３８,９６１   

  Ｐ１５        彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業の推進【資源循環推進課】   ２,１９４,５８７   

  Ｐ１６  新規  災害廃棄物の受入れ支援【資源循環推進課】            １７,６６８   

 

 ４ 生物多様性の保全 
  Ｐ１７  一部新規 生き物再生の推進【自然環境課】                ６１,７６４   

 
 ５ 環境ビジネスの振興 
  Ｐ１８       環境ビジネスの振興【環境政策課】                ４,１４４   

－総括１－ 



新  規 
 

埼玉エコタウンの推進  
 

       担当：温暖化対策課 エコエネルギー推進担当 

       内線：３０４７  
 
１ 目  的 

再生可能エネルギーを中心とした創エネと徹底した省エネを市町村全体で取

り組むことにより、エネルギーの地産地消を具体的に進めるエコタウンプロジ

ェクトを推進する。また、プロジェクトとの相乗効果によりエネルギーの地産

地消を強力に進めるため、地域の創エネ・省エネの取組等を支援する。  
 

 

２ 事業内容 

 ・エコタウンプロジェクト全体の進行管理や 
    

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
３ 平成２４年度予算額     １４５，９０１千円 
 （うち埼玉県ふるさと創造資金 １００，０００千円）  

  企業参入・事業推進にかかるコンサルティング業務 

 

・事業の具体化のために市町が行う基本計画・ 
  実施計画の策定への補助 
 

 基本計画の策定 

 〈補 助 率〉1/2（上限150万円） 

 〈補助件数〉3市町 

 

 実施計画策定 

 〈補 助 率〉1/2（上限250万円） 

 〈補助件数〉3市町 

エネルギーの自立に向けて、地域の創意工夫により 
創エネ及び省エネに取り組む市町村を支援 

 

・市町村からの提案内容を審査の上、補助対象事業を

 決定 

 〈限 度 額〉1,000 万円 

 〈補助件数〉10 市町村 程度 

(1)エコタウンプロジェク

トの推進 

(2)創エネ・省エネによる

地域づくりの支援 

(｢埼玉県ふるさと創造資金」） 
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一部新規 
 

電力自活住宅等の普及促進 
 

担当：温暖化対策課 エコエネルギー推進担当 

       内線：３０４２  
 
１ 目  的 

低炭素社会の実現とエネルギーの地産地消をエコタウンプロジェクトとの相

乗効果により強力に進めるため、太陽光発電による電力自活を目指す取組等を

支援する。  
 

２ 事業内容 
 
  (1)電力自活住宅等の普及促進 ・太陽光発電設備による創エネとＬＥＤ照明 

  による省エネに取り組む住宅を支援  
 

太陽光発電容量 補助件数 補助単価 
 

４ｋＷ以上 6,000件 定額10万円 
４ｋＷ未満 4,000件 定額 5万円 

  
 
 ・電力自活割合の検証 

 
  (2)新地域密着型価格低減 

    モデルの推進 

 
 
 
  (3)市民共同発電の設置支援 
    ※市民共同発電とは、市民団体等が 

      寄付金を募り、太陽光発電設備を 

    教育施設などに設置する事業 

 

 

  (4)ソーラー拡大協議会の運営 

 

 

 

 

 

 
３ 平成２４年度予算額    ８３３，６６３千円        

・市町村・広域団体等を支援し、太陽光発電

設備の一括発注による価格低減モデルを構築

 （市町村、広域団体、商工会の３モデル） 

・市民共同発電を実施する市民団体等に補助金

  を交付 
 〈補 助 率〉1/2（上限100万円） 

 〈補助件数〉3件 

・太陽光発電に関係する事業者等が連携し、 
  太陽光発電等の飛躍的な普及拡大を推進 
 ソーラーメーカー、住宅メーカー、金融機関、電力会

社、NPO法人、行政機関などの連携により太陽光発

電の新たな普及方策を検討 
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一部新規 

 

目標設定型排出量取引制度の円滑な運営 
 

担当：温暖化対策課 温暖化対策計画制度担当 
排出量取引担当     

内線：３０４４               

 
１ 目  的  

平成２３年度から開始した目標設定型排出量取引制度を円滑に運営するとともに、太

陽光発電設備、ＣＯ２排出削減設備の導入や排出量取引に活用するクレジット創出などを

行う事業者を支援することにより、産業・業務部門の温室効果ガス排出量の計画的な削

減を目指す。 

 

２ 事業内容 

 

 

 

 

クレジット創出支援 (1)新排出量取引制度における 
・中小クレジット等の創出希望者に対しエネルギー    クレジット創出・中小事業者 
  使用量把握、計画作成、クレジット申請等を支援 

   支援  
・中小クレジット等の創出検証費用補助 
 〈補  助  額〉 35 万円/件  
 〈申請見込件数〉 10 件 
  
中小企業の省エネ対策促進・支援  
・中小企業向けの省エネ・省 CO2・クレジット創出に関

   する手引き等作成 
 ・中小企業向け省エネ促進セミナーの開催 

・中小企業向け相談・対応  

 

 

 

補助 (2)新太陽光発電設備及び 
〈補助率〉 １／４   ＣＯ２排出削減設備導入支援 
・大規模排出事業所（排出量取引制度対象事業所） 

〈限度額〉  2,000 万円  
〈予算額〉 135,000千円(平均13,500千円×10件程度)

 
・中小規模事業所 

 〈限度額〉   500 万円 
 〈予算額〉 50,000 千円(平均 3,300 千円×15 件程度)

 融資（環境みらい資金） 

 ・低利な温暖化対策特別枠を新設  融資枠５億円 

 制度の円滑な運営 (3)目標設定型排出量取引制度の  
 ・制度の普及啓発    円滑な運営、実施・事業者支援

・審査体制整備、取引システムの運用  
・事業所調査 

  
制度の円滑な実施・事業者支援  
・省エネナビゲーターによる省エネ診断 

 ・優良大規模事業所認定業務 
 
３ 平成２４年度予算額    ２５２，６５０千円        
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ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０の推進 
 

担当：温暖化対策課 総務・企画調整担当 

          エコライフ推進担当 

内線：３０３７  
 

１ 目  的  
「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０」及び「埼玉県地球温暖化対策推進

条例」に基づく施策を着実に推進し、２０２０年度における温室効果ガス排出量を  
２００５年度比で２５％削減するという本県の目標の達成を目指す。 

 

２ 事業内容  
 

・「夜エコ・朝活」協力店（事業所）の普及拡大 

・震災後の県民のライフスタイル等に関する 

 意識・行動調査（再掲） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３ 平成２４年度予算額     １２，２５７千円  

 
 

 

 

(1)地球温暖化対策推進条例等 
条例に規定する各種制度等の施行事務費 

施行事務 
・地球温暖化対策の検討に関する専門委員会 

・省エネルギー性能説明推進者講習 

・震災後の企業・県民のライフスタイル等に 

関する意識・行動調査 

(2)深夜化するライフスタイルの 

  見直しによる地球温暖化対策 

(3)温暖化対策支援情報の管理 県内温室効果ガス排出量算定・ＣＯ２濃度測定 

・温暖化に関連するデータベースの構築等 

(4)低炭素型ライフスタイルへの転 ・エコライフＤＡＹや冷暖房の適温設定、服装

の工夫などによる省エネを呼びかけるキャン

ペーン等の実施    

換促進 

・家庭における節電への取組の普及啓発や夏季

の電気使用量を削減するためのキャンペーン

の実施 
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学校や地域における環境学習の促進  
 

   担当：温暖化対策課 エコライフ推進担当 

   内線：３０３８          
 

１ 目  的 

小・中・高校生に対する環境学習資料の配布、講師派遣や子どもたちの環境活

動への助成等により環境学習を促進する。また、自治会や県民団体の会合に講

師を派遣して地域における環境学習を促進する。 

 
２  事業内容 

 
・エコライフＤＡＹのチェックシートを兼ねた 
 環境学習資料＝グリーンチャレンジシートを 

 作成 

・小・中・高校生に配布し、地球温暖化等に関 

 する環境学習を促進するとともに、省エネ行 

 動等を呼びかける 

  
 

 (1)地球にいいことグリーン 

   チャレンジシートの作成 

 

 
 
  

 
 ・こどもエコクラブ（子どもたちが中心となり環 

  境活動に取り組むグループ）が行うユニークな 

  環境学習や環境保全の取組に対して活動経費 

 を助成 

 (2)地球にいいことグリーン 

   チャレンジ活動等への助成 

 

 
 
  

 
 ・こどもエコクラブの活動発表の場となるイベ 

 ントを開催 

(3)こどもエコクラブ活動の 

   促進 

 
  

 
 ・自治会や県民団体などの会合に講師を派遣 

 し、環境問題に関する講演を行う 

・企業にそのノウハウを生かした授業を行って 
 いただいたり、環境活動の実践者等を学校に 
 派遣 

 

(4)人材派遣や学習資料の提供 

  などによる環境学習の支援 

 

３ 平成２４年度予算額     ２２，５０４千円  
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一部新規 
 

自動車排出ＣＯ２削減対策の推進  
 

担当：大気環境課 自動車対策担当  
                     内線：３０６３  
 
１ 目  的 

  電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）などの次世代自動車

の普及促進や自動車使用の抑制などにより、自動車排出ＣＯ２の削減を図る。 
 
２ 事業内容 

・埼玉県ＥＶ・ＰＨＶタウン構想の推進  

 

 

(1)電気自動車などの 
  ＥＶ・ＰＨＶタウン推進協議会による進行管理や   次世代自動車の普及促進 
 情報交換 
  ＥＶ・ＰＨＶを活用した実証実験の総合調整 

 
 

 
新ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発の推進 

   群馬県、新潟県との共同ＰＲをはじめとした 

 普及事業の実施  

  
・県公用車にＥＶ・ＰＨＶを率先導入  
  率先導入台数： 4 台 

 
 

 
・ＥＶ用充電設備整備への支援 
  国道１７号沿線への急速充電器整備  

  民間事業者への補助:2 箇所､補助率 1/3(上限 250 万円) 

  

・ハイブリッド自動車等を導入する事業者への支援  
  バス、トラックを導入する事業者への補助 

   ハイブリッド自動車：10 台､補助率 1/4(上限 40 万円)
 

 
   天然ガス自動車： 5 台､補助率 1/2(上限 80 万円)

 

 

 

 

 

・エコドライブの推進 (2) エコドライブなどによる 
  講習会等によるエコドライブアドバイザーの養成   ＣＯ２削減 

 

・自動車から自転車への転換 
   電動アシスト自転車シェアリングによる事業の実施

  実施主体：県及び㈱埼玉りそな銀行  
  
・自動車排出ＣＯ２削減の推進 

 
  公共交通機関等の利用・エコ通勤の啓発 

 

 

３ 平成２４年度予算額     ８１，５１２千円 
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彩の国みどりの基金の運営 
 

担当：みどり再生課 総務・総合調整・基金担当 

              内線：３１９０  
 
１ 目  的 

   地球温暖化の防止、水源のかん養その他の森林の有する公益的機能の維持増進、生活

に潤いと安らぎをもたらす身近な緑の保全及び創出、環境教育の推進等を県民参加の下

に図り、本県の豊かな自然環境を守り育てるため、彩の国みどりの基金を活用し事業展

開を図る。 
 

 

２ 事業内容  
 ・当初予算に計上した自動車税収入見込額

の１．５％相当額  
 
 
 
３ 平成２４年度予算額    １，３４１，９４７千円（新規積立額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・彩の国みどりの基金への寄附金 

彩の国みどりの基金への積立て 

平成２４年度の主な取組 
 

 

○ 森林再生の着実な実施〔計画：８７７ｈａ／３，５００ｈａ〕 
   ・ 水源地域の森づくり事業【農林部】 

   ・ 里山・平地林再生事業【農林部】 など 

 

○ 身近な緑の創出 
   ・ グリーン庁舎化推進事業費【総務部】 

   ・ 身近なみどり重点創出事業費【環境部】 

   ・ まちのシンボルロード事業費【県土整備部】など 

 

○ 県民ムーブメントの拡大 
   ・ みどりの埼玉づくり県民提案事業費【環境部】 など 
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（参 考） 

 

彩の国みどりの基金を活用した事業 
 

１ 森林の整備・保全                  （基金活用額 779 百万円） 

 （主な事業） 

  ・彩りの樹の森づくり事業 【農林部】              （ 16 百万円） 

    荒れた「非農地」や山林の整備（広葉樹・花木の補植など） 

 

  ・水源地域の森づくり事業 【農林部】              （490 百万円） 

    水源地域の森林を針広混交林や広葉樹の森に再生 

 

  ・里山・平地林再生事業 【農林部】               （260 百万円） 

    ササ刈り等の実施による里山・平地林の再生 

 

２ 身近な緑の保全・創出                （基金活用額 445 百万円） 

 （主な事業） 

  ・グリーン庁舎化推進事業費 【総務部】             （ 84 百万円） 

    県庁の緑化 

 

  ・身近なみどり重点創出事業費 【環境部】            （284 百万円） 

    都市部において、県民の目に見える形で短期集中的に緑を創出 

 

 新・まちのシンボルロード事業費 【県土整備部】          （ 26 百万円） 

    「まち」を象徴する街路樹の連続化により、潤いある空間を演出 

 

  ・新たな森づくり推進費 【都市整備部】             （ 15 百万円） 

    都市部の公園を対象に県民の寄附による植樹などで森を創出 

 

 新・県立高校等みどり生き生き事業 【教育局】            （ 28 百万円） 

    緑の少ない地域にある県立学校等における壁面緑化 

 

３ 県民運動の展開                   （基金活用額 144 百万円） 

 （主な事業） 

  ・一人一本植樹運動推進事業費 【環境部】            （ 48 百万円） 

    県民・行政・企業・ボランティア団体等が一体となり植樹運動を展開 

 

  ・みどりの埼玉づくり県民提案事業費 【環境部】         （ 41 百万円） 

    緑に関する取組を県民等から公募し、提案事業に助成 

 

  ・みどりの再生に取り組む県立高校パワーアップ事業 【教育局】  （  7 百万円） 

    身近な緑の保全・創出に取り組む専門高校等の学習活動を支援 

 

○基金活用額計 1,368 百万円（なお、事業費ベースの予算額では 1,631 百万円） 

 ※新規積立額 1,342 百万円と基金残高からの取崩額 26 百万円を活用 
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一部新規 

 

彩の国みどりの基金を活用した身近な緑の創出 
 

担当：みどり再生課 身近なみどり担当 

内線：３１９３            

 

１ 目  的 

  身近な緑は、私たちの暮らしに潤いと安らぎをもたらすほか、ヒートアイランド現象

の緩和にも効果を持つなど、様々な役割を担っている。このため、緑地の少ない都市部

において、県民に身近な民間施設、市町村施設、県有施設を活用し、県民の目に見える

形で短期集中的に緑を創出する。 

 

 

２ 事業内容  

 
・民間施設が行うモデル的な緑化に対して事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成２４年度予算額    ２８４，７２２千円 

費を補助 

 〈補 助 率〉2/3 （上限 1,000 万円） 

 〈補助件数〉10 件 

芝生化については、 

 小・中・高校の校庭（原則 1,000 ㎡以上） 

 幼稚園・保育園等の園庭（100 ㎡以上） 

・市町村が実施する緑を創り守る取組に対して 

事業費を補助 

 〈補 助 率〉1/2（上限 1,000 万円） 

 〈補助件数〉10 件 

芝生化については、 

 小・中・高校の校庭（原則 1,000 ㎡以上） 

 幼稚園・保育所等の園庭（100 ㎡以上） 

・県民の目につきやすい県有施設を率先して緑化

 〈実施件数〉 5 件 

 樹木による植栽を基本とし壁面緑化など県民

の目に見える緑化を行う。 

・緑化計画の優良認定・表彰等 

・みどりのアドバイザー派遣等 

(1) 民間施設の緑化補助 

(2) 市町村緑化保全・創出補助 

(3) 新県有施設の緑化推進事業 

(4) その他の事業 
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一部新規 

 

「みどりの再生」県民ムーブメントの拡大 
 

担当：みどり再生課 総務・総合調整・基金担当 

内線：３１９０ 

 

１ 目  的 

  森林や身近な緑の価値や重要性について広く意識の醸成を図り、共有の財産として社

会全体で支えていくため、県民・民間団体等の自主的な取組を財政的に支援することに

より「みどりの再生」県民ムーブメントの全県的な拡大を図る。 

 

２ 事業内容 

 
・緑の保全と創出を推進する事業提案を公募して、適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成２４年度予算額    ４１，２２０千円 

 

当と認められる事業への補助（３年を限度） 

 〈補助金額〉 

  上限 150 万円 

 （50 万円までは 10/10、 

   50 万円を超える部分は 1/2 を補助） 

 〈補助件数〉 35 件 

  ・県民が緑の活動を行うきっかけとするための、利用 

しやすい手続きによる事業への補助 

 （２年を限度） 

 〈補助金額〉 

  ・初年度 上限 10 万円（10/10） 

  ・２年度 上限 5 万円（10/10） 

 〈補助件数〉 30 件 

 ・地域主体の緑の面的な創出を促進するために、自治 

会や商店街などの緑化事業への補助（３年を限度） 

 〈補助金額〉 

  上限 500 万円 

 （300 万円までは 10/10、 

   300 万円を超える部分は 1/2 を補助） 

 〈補助件数〉 3 件 

(1) 緑の保全と創出に対 

する補助 

(2) 新緑の活動に対す 

るきっかけ補助 

(3) 新わが街緑化に対 

する補助 
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一部新規 

 

緑のトラスト運動の推進 
 

担当：みどり再生課 緑地保全・自然再生担当 

 内線：３１５１               

 

１ 目  的 

  埼玉の優れた自然環境等を後世に残すため、さいたま緑のトラスト基金を活用して、

地元市町村とともに緑のトラスト保全地の取得・保全を図る。 

 

 

２ 事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成２４年度予算額    ３９９,２７３千円 

・第１２号地「原市の森」(上尾市)の土地の

取得 

・トラスト協会会員を中心とした保全・管理

・緑の十円玉募金、企業募金等の実施 

・トラスト写真コンクールの実施 

・トラスト保全地ガイドブックの作成 

・さいたま緑のトラスト基金への寄附金 

(1) 新緑のトラスト保全地の取得

(2) 緑のトラスト保全地の保全・

  管理及び緑のトラスト基金募

  金・広報 

(3) 緑のトラスト運動の普及・啓 

  発 

(4) さいたま緑のトラスト基金へ 

  の積立て 

【１１か所のトラスト保全地】 
１号地：見沼田圃周辺斜面林(さいたま市緑区)   ７号地：小川原家屋敷林(さいたま市岩槻区) 

２号地：狭山丘陵・雑魚入樹林地(所沢市)   ８号地：高尾宮岡の景観地(北本市) 

３号地：武蔵嵐山渓谷周辺樹林地(嵐山町)   ９号地：堀兼・上赤坂の森(狭山市) 

４号地：飯能河原周辺河岸緑地(飯能市)    10 号地：浮野の里(加須市) 

５号地：山崎山の雑木林(宮代町)       11 号地：黒浜沼(蓮田市) 

６号地：加治丘陵・唐沢流域樹林地(入間市)
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                                         一部新規 
 

共助による川の再生の推進 
 

担当：水環境課 里川再生担当 
内線：３０８８        

 
１ 目  的 

 県民による自立的な川の再生活動が継続されるよう、河川浄化活動団体を支援する。

あわせて、民と民との連携を強化し、共助による「川の再生」を推進する。 
 

 
２ 事業内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
  
 
 
    
 
 
 
 
  
  
３ 平成２４年度予算額     １３，２９３千円 

(2)新「川の国応援団」への支援 

・「見る、聞く、嗅ぐ」など五感による河川環境

指標を使って地域団体が自ら河川環境を評価 
・水生生物講座を開催し、指標の活用を支援 

・「川の国埼玉検定」の上級合格者を「川の国ア

ドバイザー」として認定し、環境学習の講師や

地域活動へのアドバイザーとして派遣 
・上流から下流までの団体の交流と活動成果の発

表による情報共有の場として「川の再生活動団

体交流会」を開催 

(4)新民と民との連携強化 

(1)新五感による河川環境指標

の活用 

・「川の国応援団」の活動支援のため、川の国応

援団サポートデスクを設置（水環境課、水辺再

生課、環境管理事務所及び県土整備事務所） 
・サポートデスクにおいて活動資材の提供・貸出

 などを実施 

 川の国応援団：河川浄化団体で構成された団体で、平成 24 年 4 月に統合する環境部の「彩の国水すまし 
               クラブ」と県土整備部の「水辺のサポーター」の統合後の団体名 

・川ガキ養成事業として地域の河川浄化団体が川

で開催する環境学習等を支援 
(3)次代の川の守り人の育成 

 川ガキ：川に学び、川で元気に遊ぶ子どもたちの愛称 
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一部新規 
合併処理浄化槽への転換促進 

 
担当：水環境課 里川再生担当 
内線：３０８８        

１ 目  的 
 「川の国埼玉」の実現のため、し尿処理のみの単独処理浄化槽から、台所排水など生
活排水すべてを処理する合併処理浄化槽への転換を促進する。また、市町村が浄化槽を
設置する「市町村整備型」の導入を重点的に進める。 

  
２ 事業内容 
 

・本体・本体工事費及び処分費補助(1,020基)  (1)個人の浄化槽設置に対する

費用負担の軽減   11万円（国庫補助基準額の1/3）、処分費6万円 
 ・配管費補助（うち455基） 配管費10万円 
 

・重点転換地区提案制度（うち435基） 配管費20万円  
 ・環境保全特別転換地区指定制度（うち100基） 
  配管費等20万円＋熊谷市上乗せ額と同額(16.6万円) 
 

 熊谷市：ムサシトミヨの保護を目的に集中転換  
  

 
 
 
 
 
      

・個人費用負担軽減補助（280基）      
(2)市町村整備型の導入促進 

 配管費20万円、処分費10万円 

 ・新たに導入する市町村への補助（うち100基） 
   本体・本体工事費の5/30（17万円） 
 

                      
  
 
 
 導入予定年度の前年度から導入後３年間の計４年間支援 (3)新市町村整備型モデル  

・事務経費補助（500万円／市町村、1/2補助）  タウン事業 
   導入に当たり増加する事務経費に対する補助 (「埼玉県ふるさと創造資金」) 
 ・システム費補助（300万円／市町村、1/2補助）  
   使用料等債権管理システム改修費に対する補助   
 
 
 
◆補助金は市町村を介して交付するため、居住する市町村が補助事業を実施していることが前提 

※配管費:住宅の排水箇所と浄化槽を接続する配管費用 

※処分費:単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の処分に係る費用  

 

 

 

 

３ 平成２４年度予算額    ４９２，３２０千円 
 （うち埼玉県ふるさと創造資金 ３２，０００千円） 
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廃棄物の不法投棄対策の強化  
 

担当：産業廃棄物指導課 監視･指導担当  
内線：３１３６             

 
１ 目  的  
   排出事業者への適正処理指導を強化し、廃棄物の不法投棄、野外焼却などの不適正処

理の未然防止を図る。 
     県民や民間企業等との協働関係を拡大して監視体制を充実させ、早期発見・早期対応

をさらに推進し、廃棄物の不適正処理を根絶させることにより、県民生活の安心・安全

を確保する。 
 
２ 事業内容 

 

 (1)未然防止への取組 ・適正処理講習会の開催等による不法投棄防止の啓発 
・建築系廃棄物排出元の家屋解体現場への立入指導 
・排出事業者に対する適正処理徹底のための立入指導 
・廃棄物運搬車両の路上検査の実施 

 
 
 (2)早期発見への取組 ・産業廃棄物不法投棄１１０番（２４時間体制）の運営

・民間団体との不法投棄通報協定の締結 
・警備会社への委託による休日・夜間パトロールの実施

・不法投棄等防止強化期間の設定 

 
 

 (3)早期対応への取組 ・市町村、国、警察との情報交換・連携協力体制の確保

・職員の監視能力向上のための専門研修 
・警察など関係機関との連携による悪質事案への対応 
・市町村職員への立入権限の付与（県職員併任制度） 

 

 

 

 

 

３ 平成２４年度予算額     ３８，９６１千円 
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彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業の推進  
 

担当：資源循環推進課 資源循環工場整備担当 

内線：３１０４               
 

１ 目    的  
  持続可能な循環型社会の実現に向け、「彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業」を

推進し、廃棄物最終処分場と工場用地を一体的に整備する。  
 

 （施設の内容） 

  場所：環境整備センター隣接県有地（寄居町内 ３９.７ヘクタール） 

 
 ・最新技術を導入した高度な安全性を有する管理型処分場を 最終処分場 

整備する（面積 ５.７ヘクタール）  
 

 

 
 
 
 
２ 事業内容  

 
 
 
 
 
 （スケジュール） 
 

 

 

 

 

３ 平成２４年度予算   ２,１９４,５８７千円 

      単年度事業費：  １８５,０７１千円 

      継 続 事 業 費：２,００９,５１６千円※ 

  ※継続事業費 

     事 業 期 間：平成２２～２５年度 

     設 定 金 額：５,３８４,８３０千円 

 
・工場用地を整備し、環境負荷の軽減に寄与する企業などを

誘致する（面積 １５.０ヘクタール〔緑地を含む〕）  
工場用地 

 
（１）工場用地造成工事 

（２）最終処分場建設工事 

（３）環境影響評価事後調査 

  
平成２４年度  最終処分場建設 ／ 工場用地竣工 

  
平成２５年度  最終処分場竣工 
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新  規 
 

災害廃棄物の受入れ支援 
 

担当：資源循環推進課 一般廃棄物・リサイクル担当 

内線：３１１０               
 
１ 目  的 

東日本大震災復興に向け、県内市町村及び民間事業者と連携協力し、被災地の災害廃

棄物の早期処理を支援する。 
 

２ 事業内容 

 

・被災地と県内受入れ先自治体等との調整  (1)被災地の災害廃棄物 

・被災地との協定締結     の広域処理 

・放射線量等に関する受入れ基準の策定  

・住民説明会等の実施  

 

 

(2)放射線量等測定  ・県民の安心、安全を確保するため放射線量率や放射性物

質濃度の測定  

・放射線量等の測定結果の公表  

 

  

 

＜災害廃棄物処理概要＞  

・搬出側：岩手県   

 ・受入れ側：埼玉県内の市町村や民間事業者 
 ・受け入れる廃棄物：分別・破砕処理された柱材や角材などの木くず 
  

・期間と受入れ予定量：平成２４年度２．５万トン                      
 

   平成２５年度２．５万トン                      
 

   合計 ５万トン 
 
 
 
 
 
 
 
３ 平成２４年度予算額     １７,６６８千円 
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一部新規 
 

生き物再生の推進  
 

担当：自然環境課 野生生物担当 

内線：３１４３  
 
１ 目  的  

  県民参加による在来種の回復及び保全、生物多様性保全活動を行っている団体の活性

化、外来生物対策などにより、生物多様性の保全を推進する。 
 
 
２ 事業内容 

 
 
 

・ＮＰＯ、環境保護団体、ボランティアによ

る外来種の駆除や在来種の育成・管理 
(1)県民参加による在来種の回

復及び保全の推進 

 

 

 
 
 

・都市の生物多様性保全活動を行っている団体(2)新都市（まち）の生物多様性
 等の活動補助 保全活動の活性化 
〈補 助 率〉定額（上限 30 万円） 

 〈補助件数〉10 件  
例）希少な動植物の保護活動、外来動植物の駆

除活動 
 

 

 

 

 
 

・ムサシトミヨ保護、シラコバト生息調査 (3)希少野生動植物の保護 

 
 
 
 

・イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルの生息

調査 
(4)野生鳥獣の保護管理 

 
 

 
 

・アライグマの計画的防除 (5)侵略的外来生物の防除 
・外来生物についての普及啓発 

 

 

 

 

３ 平成２４年度予算額     ６１，７６４千円  
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環境ビジネスの振興  
 

            担当：環境政策課 企画・環境影響評価担当  
       内線：３０２４       

１ 目    的 
環境ビジネスの振興を通して、環境対策の推進と県内経済の活性化を図るため、環境

ビジネスセミナーなどにより県内環境関連企業との情報共有や交流を行う。 
また、水ビジネスの海外展開を促進するため、官民が連携して海外展開の方策を検討

するとともに、埼玉県における水ビジネスへの取組のアピール及び国際技術協力を通じ
た海外との関係強化などを進める。 

 
２ 事業内容 

【県内環境ビジネスの推進】  
 環境分野における産学官の交流や連携の促
進、ビジネスチャンスの拡大を図るため、交流
会・研修会を開催 

 
環境ビジネスセミナー  

 （グリーンサロン）の実施 
  ・分野別セミナー・交流会(ｸﾞﾘｰﾝｻﾛﾝ） ３回 

【水ビジネスの海外展開】  
  水ビジネスに関する官民での情報交換・交流

を行う推進体制づくりと県のアピール 
(1)水ビジネスの推進体制 

  づくり 
 

 
 ・ウォータービジネスメンバーズ埼玉の運営 

・水ビジネスウェブサイトの運営・管理  

  国際技術協力の一環として、中国で「工場・
生活排水対策、河川環境保全技術」に関するセ
ミナーを開催 

(2)中国環境技術セミナーの

開催  

  
・現地技術者へのセミナー 
・日本企業のプレゼン・展示  

  来県する外国政府、自治体や企業の環境関連
の県内企業や施設の視察を支援 (3)海外からの視察を支援 

  

・視察施設：浄水場、水循環センター、環境整

      備センター、県内環境関連企業
 

   
【参考】 ウォータービジネスメンバーズ埼玉 
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登録案件ごとに海外展開実現に向けた方策を検討 メンバー 
タイ 環境部 

工業用水供給事業

フィリピン 
上下水道運営事業・ 

浄化槽整備事業 

マレーシア 
上水汚泥処理運営事業

中国・山東省 
工業廃水浄化事業 

各種支援制度の 
情報交換・活用 

人脈形成 

対象国・地域への 
事業可能性調査等 

３ 平成２４年度予算額      ４，１４４千円 

現
時
点
の
登
録
案
件 

企業局・下水道局 

産業労働部 

県民生活部 

関東経済産業局 

検 

討 

内 

容 

事 業 者 


